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 議第２ 号 

 

 

 

 大垣都市計画道路の変更について 

（ 岐阜県決定）  

 

 

 

 

 

 

                      令和４ 年１ ２ 月１ ２ 日提出  

            岐阜県都市計画審議会 

                              会長 髙木 朗義 
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 都政第２ １ ２ 号の２  

 

              岐阜県都市計画審議会 

 

 

大垣都市計画道路を次のよ う に変更し たいので、 都市計画

法第２ １ 条第２ 項において準用する 同法第１ ８ 条第１ 項の規

定によ り 諮問し ま す。  

 

 

 

  令和４ 年１ １ 月１ ８ 日 

 

             岐阜県 

             上記代表者 岐阜県知事 古田 肇 

 

 

 



大垣都市計画道路の変更（ 岐阜県決定）  

 

都市計画道路中 3・ 3・ 6 号大垣環状線を次のよ う に変更する 。  

種別 

名 称 位 置 区 域 構 造 

番 号 路線名 起 点 終 点 主な経過地 延 長 
構造形

式 
車線の数 幅員 

地表式の区間におけ る 鉄道

等と の交差の構造 備考 

幹
線
街
路 

3・3・6 大垣環状線 大垣市小野 

3 丁目 

大垣市桧町 

字川西 

大垣市割田 

1 丁目 

約 12, 580ｍ 地表式 4 車線 22ｍ JR東海道新幹線と 大井、綾野

地内で立体交差 2 箇所 

養老鉄道養老線と 立体交差 

幹線街路と 平面交差 14 箇所 

自動車専用道路と の立体交

差 1 箇所 

 

 

 

「 区域及び構造は計画図表示のと おり 」  

理 由 

（ 3・ 3・ 6 号大垣環状線）  

・ 3・ 4・ 30 号綾野上笠線の計画を廃止する こ と に伴い、 交差点の区域を変更する と と も に、 車線数を決定する も のである 。  
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大垣都市計画道路の変更に関する 補足説明 

 

１  変更内容 

名称 

変更内容 

番号 路線名 

3･3･6 大垣環状線 

○区域の変更 

 ・ 幅員 W=25m→W=22m  交差点部 L=180m 

○車線数の変更 

 ・ 車線数 規定なし →4 車線 

 

２  関係機関と の協議 大垣市 

 

３  縦覧期間 令和４ 年１ ０ 月３ 日 ～ 令和４ 年１ ０ 月１ ７ 日 

 

４  意見書の提出 なし  
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理 由 書 

 

大垣市では大垣都市計画区域マス タ ープラ ンに基づき 、 社会経済情勢の変化を考慮し つ

つ必要性を検証し 、適時適切な見直し を行う こ と と し 、将来の都市像を踏ま えた上で、必要

性や合理性など から 総合的な評価を 行い、 将来交通需要予測も 踏ま えた上で都市計画道路

の見直し 検討を進め、 平成２ ９ 年３ 月に「 大垣市都市計画道路の見直し 基本方針」 を策定・

公表する などし てき た。  

こ の度、 こ の見直し 方針等に基づき 、 次のと おり 都市計画の変更を行う も のである 。  

 

【 都市計画道路 3・ 3・ 6 号大垣環状線】  

当路線は、大垣市小野から 桧町ま でを結ぶ環状道路であり 、市街地に集中する 交通を分散

し 、市街地の渋滞を解消さ せる 役割を担う 幹線街路である 。主要地方道大垣環状線に指定さ

れ、 通勤、 通学や地域経済の発展を担っており 、 二次緊急輸送道路と し ても 指定さ れ、 災害

時にも 重要な役割を担う 路線である 。  

見直し 検討の結果、 ３ ・ ４ ・ ３ ０ 号綾野上笠線について、 混雑緩和機能や主要拠点へのア

ク セス 機能等が低いと 判断さ れ、再編後道路網検証においても 、当路線や周辺道路等への影

響がないこ と から 、 市が路線を廃止する 。 それに伴い、 ３ ・ ４ ・ ３ ０ 号綾野上笠線と の交差

点部の区域の変更を行う 。 加えて、 新たに車線数を定める も のである 。  
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大垣都市計画区域総括図

【凡例】
県決定（対象路線）
県決定（変更箇所）

市決定（廃止路線）
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国道２１号

大垣市役所

３・３・６ 大垣環状線

３・３・６ 大垣環状線
○区域の変更

・幅員W=25m→W＝22ｍ 交差点部 L=180m
○車線数の変更

・車線数 規定なし→4車線

大垣駅



大垣都市計画区域分割図

【凡例】
県決定（対象路線）
県決定（変更箇所）

市決定（廃止路線）
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国道２１号

大垣市役所

３・３・６ 大垣環状線

大垣駅

議案書のページ数

２－８

２－９

２－１０

２－１１２－１２

２－１３

２－１４

２－１５



計画図（ ３・３・６大垣環状線 ）１／８

【凡例】
変更後
変更前

【３・３・６ 大垣環状線】
○区域の変更

・幅員W=25m→W＝22ｍ 交差点部 L=180m
○車線数の変更

・車線数 規定なし→4車線
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計画図（ ３・３・６大垣環状線 ）２／８

【凡例】
変更後
変更前

【３・３・６ 大垣環状線】
○区域の変更

・幅員W=25m→W＝22ｍ 交差点部 L=180m
○車線数の変更

・車線数 規定なし→4車線
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計画図（ ３・３・６大垣環状線 ） ３／８

【凡例】
変更後
変更前

【３・３・６ 大垣環状線】
○区域の変更

・幅員W=25m→W＝22ｍ 交差点部 L=180m
○車線数の変更

・車線数 規定なし→4車線
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計画図（ ３・３・６大垣環状線 ） ４／８

【凡例】
変更後
変更前

【３・３・６ 大垣環状線】
○区域の変更

・幅員W=25m→W＝22ｍ 交差点部 L=180m
○車線数の変更

・車線数 規定なし→4車線
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計画図（ ３・３・６大垣環状線 ） ５／８

【凡例】
変更後
変更前

【３・３・６ 大垣環状線】
○区域の変更

・幅員W=25m→W＝22ｍ 交差点部 L=180m
○車線数の変更

・車線数 規定なし→4車線
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計画図（ ３・３・６大垣環状線 ） ６／８

【凡例】
変更後
変更前

【３・３・６ 大垣環状線】
○区域の変更

・幅員W=25m→W＝22ｍ 交差点部 L=180m
○車線数の変更

・車線数 規定なし→4車線
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○区域の変更
・幅員W=25m→W＝22ｍ 交差点部 L=180m

（右折レーンの廃止）



計画図（ ３・３・６大垣環状線 ） ７／８

【凡例】
変更後
変更前

【３・３・６ 大垣環状線】
○区域の変更

・幅員W=25m→W＝22ｍ 交差点部 L=180m
○車線数の変更

・車線数 規定なし→4車線
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計画図（ ３・３・６大垣環状線 ） ８／８

【凡例】
変更後
変更前

【３・３・６ 大垣環状線】
○区域の変更

・幅員W=25m→W＝22ｍ 交差点部 L=180m
○車線数の変更

・車線数 規定なし→4車線
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